
 

（１）自治会・町内会や学区自治組織の活動について 

自治会・町内会や学区自治組織は、住民同士の自由な意志によって結成されている

任意の団体ですから、法律などで定められた運営方法や活動内容があるわけではあり

ません。住民の皆さんが十分話し合ったうえで、無理のないような運営方法や活動内

容を決めていくことが大切です。 

また、自治会・町内会では、独自の活動と学区自治組織や各種団体の活動への参画

の両方によって、年間の活動が構成されている場合が一般的です。 

一般的な自治会・町内会や学区自治組織の年間の活動は下記のとおりです。 
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◇年間を通じて行う活動 

 ・防犯や防災のパトロール 

 ・児童の登下校時の見守り 

 ・お年寄りの見守り、支援 

 ・環境・美化活動 

 ・集会所の維持管理 など 

 

◇日を決めて行う催しなど 

 ・お祭り、地蔵盆 

 ・運動会、文化発表会 

 ・防災訓練 

 ・一斉清掃 

 ・敬老の集い  など 

 ・集会所の維持管理 など 

◇広報、広聴活動 

 ・広報紙等の作成、配布 

 ・チラシ等の作成、回覧 

 ・住民要望の学区、行政への伝達など 

 

◇親睦、互助のための活動 

 ・お花見、親睦旅行、忘年会 

 ・葬儀の際のお手伝い など 

 

◆監査 

・帳簿、領収書等 

 の確認 

・問題点の指摘 



（２）自治会・町内会の設立について 

 転入された方は、その地域に既にある自治会・町内会に入るケースが一般的ですが、

新しい大規模マンションが建設された場合や、新しく開発された住宅地に一度に住宅

がたくさん建設された場合などには、自治会・町内会を新たに設立するケースがあり

ます。 

 設立には、「町内会がやっぱり必要だ」「みんなでつくろう！」という気運の高まり

が大切です。まずは、みんなで集まる機会をつくり、自治会・町内会について話し合

ってみましょう。 

 また、学区自治組織は、自治会・町内会の設立を積極的に働き掛けて、運営方法を

アドバイスしたり、隣接する自治会・町内会との橋渡しをするなど、地域の一員とし

て温かく迎えましょう。 

 地域コミュニティサポートセンター（裏表紙参照）や各区役所・支所地域力推進室

では、規約や各種様式の見本を提供するなど、自治会・町内会の設立を支援していま

すので、お気軽にご相談ください。 

 

○設立の一般的な手順 

 設立に向けた気運の高まり    住民有志による設立準備会の発足 

 

 準備委員会を中心に設立に向けた準備作業 

 ・名称、区域、役員選出方法などを検討し、規約案を作成 

 ・会費や事業を検討し、予算案と事業計画案を作成 

 ・学区自治組織などの関係先と協議    など 

 

 設立趣意書を作成して、地域住民に加入を呼び掛け   設立総会を開催 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

京
都 

ま
ち
知
識 

ま
め
知
識 

「

京

の

町

名

」 
 

 

 

郵
便
番
号
簿
を
見
比
べ
る
と
、
京
都
市
の
十

倍
近
い
人
口
を
有
す
る
東
京
都
が
全
体
で
七
ペ

ー
ジ
な
の
に
対
し
て
、
京
都
市
だ
け
で
十
八
ペ

ー
ジ
も
！
そ
れ
だ
け
京
都
に
は
町
名
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。 

 

と
り
わ
け
多
い
の
は
市
内
中
心
部
で
、
同
じ

町
名
も
珍
し
く
な
い
の
で
、
通
り
と
の
組
み
合

わ
せ
で
区
別
す
る
こ
と
に
。
そ
れ
も
、
同
じ
町

を
「
○
○
通
上
る×

×

町
」
と
言
う
場
合
と
、

一
筋
北
の
通
り
を
基
準
に
「
△
△
通
下
る×

×

町
」
と
言
う
場
合
も
あ
る
か
ら
、
慣
れ
な
い
人

に
は
大
変
で
す
。 

 

「
材
木
町
」
「
瓦
町
」
「
風
呂
屋
町
」
な
ど
、

か
つ
て
そ
の
界
隈
で
栄
え
た
職
業
を
想
起
さ
せ

る
町
名
は
市
内
の
あ
ち
こ
ち
に
あ
り
、「
桃
山
毛

利
長
門
東
町
」
な
ど
、
全
国
各
地
か
ら
の
大
名

屋
敷
を
偲
ば
せ
る
町
名
が
あ
る
の
も
京
都
な
ら

で
は
。
通
り
名
や
町
名
の
由
来
を
知
れ
ば
、
地

域
へ
の
関
心
や
愛
着
が
き
っ
と
深
ま
り
ま
す

よ
。 

 



（３）自治会・町内会の法人化について 

地域住民による任意の団体である自治会・町内会は、会社や社会福祉法人、ＮＰＯ

法人などのような法律上の「法人格」が無く、土地や建物などの不動産を所有してい

ても、自治会・町内会の名義での登記ができません。 

そのため、例えば、集会所の土地や建物が会長の個人名義で登記されて、その名義

人が亡くなったり、転居された場合に問題が生じることがありました。 

 そこで、平成３年に地方自治法が改正され、自治会・町内会（法律上は「地縁によ

る団体」と呼びます）が法人格を取得できるようになり、自治会・町内会の名義で不

動産等の登記ができるようになりました。 

 

○認可の要件 

  自治会・町内会が法人格を取得するには、市長の認可が必要です。自治会・町内

会が不動産等を保有しているか、保有する予定があることが前提条件となっており、

それに加えて以下の要件が備わっている必要があります。 

 

① 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域

社会の維持及び形成に資する共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行

っていると認められること。 

② 区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。 

③ 区域内に住所を有するすべての個人が構成員になることができるものとし、そ

の相当数の者が構成員となっていること。（自治会・町内会で構成する学区自治

連合会等は認可を受けることができません。） 

④ 規約を定めていること。その規約には、目的、名称、区域、主たる事務所の所

在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資

産に関する事項が定められていること。 

 

○認可申請の手続 

  具体的な手続、必要書類等については、事前に地域コミ

ュニティサポートセンター（裏表紙参照）または各区役

所・支所地域力推進室まちづくり推進担当へご相談くださ

い。 

  また，「町内会・自治会の法人化の手引き」が京都市ホ

ームページに掲載されていますので，そちらもご覧くださ

い。 

 ◆京都市情報館の当該ページへ 

http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000121642.html

